
 
 
 
 

 
            

 
 

入社・退社の手続き 
－社員を採用した場合、  
   社員が退職した場合に必要な手続き－  

   今回は労働社会保険関係の会社の手続きです。 
 

１．入社手続き事務 
①所轄社会保険事務所又は健保組合へ、「健康保
険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を「年金
手帳」または「年金証書」とともに、被扶養者が
いる社員は「健康保険被扶養者（異動）届」を添
付して採用日から 5 日以内に提出します。 

 
②所轄ハローワークに対しては、「雇用保険被保険
者資格取得届」を、雇用保険に加入していた社員
については、「雇用保険被保険者証」を添付し、採
用日の翌月 10 日までに提出します。 

 
③入社時に社員に対しては、「労働条件通知書」、
「出勤簿 or タイムカード」を交付し、そして、
「労働者名簿」を作成し、３年間保存しておか
なくてはなりません。 

    
２．退社手続き事務 
①所轄社会保険事務所又は健保組合へ、「健康保
険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、元社
員から回収した「健康保険者証」（回収できない場
合は「被保険者証回収不能届」）を添付し、退職日
の翌日から５日以内に提出します。 

 
②所轄ハローワークに対しては、「雇用保険資格喪
失届」を、原則として雇用保険離職証明書（本人
が離職票不要の申し出をしている場合は不要）を
添付し、退職日の翌日から10日以内に提出します。 

 
③退職時に労働者が請求した場合には、遅滞なく、
使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由
（解雇の場合はその理由）を証明する「退職証明
書」を交付します。    

   
社会保険事務所では、「健康保険被扶養者（異

動）届」を提出の際に、被扶養者の非課税証明書
または在学証明書、年金振込み通知書のコピー、
被保険者証、同居要件の必要な被扶養者は住民票
等の提示等を求められる場合があります。 
 
ハローワークでは、入退社の手続きに際し、 

確認書類として労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、
雇用契約書、辞令、就業規則等の提示が求められ
る場合があります。 

    手続きの際には、事前にご確認下さい。 
  

 
  

 
 

厚生労働省・新規助成金 
－ 助 成 金 の 上 手 な ご 活 用 を －  

 
厚生労働省の一部の助成金が、4 月より改正され

ました。今回は新規の助成金のうち以下の 2 つをご
紹介します。 

 
１．中小企業子育て支援助成金 
 一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を
実施する中小事業主に対して、育児休業取得者又は
短時間勤務制度の適用者（2 人目まで）が初めて出
た場合に助成金が支給されます。 
 支給額は、育児休業の場合は 100 万円（2 人目は
60 万円）です。また、短時間勤務の場合は利用時
間に応じ 60 万円、80 万円、100 万円（2 人目は 20
万円、40 万円、60 万円）になります。 
 一定の要件として次のものが挙げられます。   
・常時雇用する労働者の数が 100 人以下 
・労働協約又は就業規則に、育児休業や短時間勤
務制度についての規定があること 

・次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業
主行動計画を策定し、届け出ていること  

 
２．中小企業相談委託助成金 
 中小企業で働く労働者の職場定着を図るため、メ
ンタルヘルス相談を含めた職業相談業務を外部の
専門機関等に委託した場合、助成金が支給されます。 
 支給額は、委託した場合の経費の 3 分の 1 になり
ます。上限額は、被保険者数によって異なります。
（最高上限額 100 万円） 
要件として次のものが挙げられます。 
 ・外部の専門機関等に 3 ヶ月以上委託している

こと 
 ・都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、

実施していること 

  
 「中小企業子育て支援助成金」「中小企業相談委
託助成金」とも、上記以外にも要件があります。ま
た、手続きも助成金によって異なりますのでご注意
ください。 
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